
目

次

担

当

課

（

室

）

発

行

岡

山

県

○

岡

山

県

個

人

情

報

保

護

条

例

施

行

規

則

の

一

部

教

育

委

員

会

を

改

正

す

る

規

則

目

次

担

当

課

（

室

）

（

県

例

規

集

登

載

）

【

警

察

本

部

】

【

規

則

】

○

岡

山

県

個

人

情

報

保

護

条

例

の

施

行

に

関

す

る

県

民

応

接

課

○

岡

山

県

個

人

情

報

保

護

条

例

施

行

規

則

の

一

部

総

務

学

事

課

規

程

の

一

部

改

正

を

改

正

す

る

規

則

（

県

例

規

集

登

載

）

○

岡

山

県

職

員

の

退

職

手

当

に

関

す

る

条

例

施

行

人

事

課

【

公

安

委

員

会

】

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

個

人

情

報

保

護

条

例

施

行

規

則

の

一

部

県

民

応

接

課

○

岡

山

県

税

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

税

務

課

を

改

正

す

る

規

則

規

則

（

県

例

規

集

登

載

）

○

岡

山

県

岡

山

リ

サ

ー

チ

パ

ー

ク

イ

ン

キ

ュ

ベ

ー

産

業

振

興

課

シ

ョ

ン

セ

ン

タ

ー

条

例

施

行

規

則

及

び

指

定

管

理

者

の

指

定

の

申

請

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

【

企

業

局

】

○

岡

山

県

個

人

情

報

保

護

条

例

の

施

行

に

関

す

る

総

務

企

画

課

規

程

の

一

部

を

改

正

す

る

規

程（

県

例

規

集

登

載

）

【

議

会

】

○

岡

山

県

議

会

個

人

情

報

保

護

条

例

の

施

行

に

関

総

務

課

す

る

規

程

の

一

部

改

正

（

県

例

規

集

登

載

）

【

教

育

委

員

会

】

岡

山

県

公

報

平成２９年７月４日 号 外



◎
岡
山
県
規
則
第
三
十
八
号

岡
山
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
四
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
岡
山
県
規
則
第
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
二
条
第
二
号
及
び
第
九
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
り
、
規
則
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
同
項
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を

加
え
る
。

（
個
人
識
別
符
号
）

第
一
条
の
二

条
例
第
二
条
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
身
体
の
特
徴
の
い
ず
れ
か
を
電
子
計
算
機
の
用
に
供
す
る
た
め
に
変
換
し
た
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
で
あ
っ
て
、
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
に
足
り
る
も
の
と
し
て
次
項
に
規
定
す

る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

イ

細
胞
か
ら
採
取
さ
れ
た
デ
オ
キ
シ
リ
ボ
核
酸
（
別
名
Ｄ
Ｎ
Ａ
）
を
構
成
す
る
塩
基
の
配
列

ロ

顔
の
骨
格
及
び
皮
膚
の
色
並
び
に
目
、
鼻
、
口
そ
の
他
の
顔
の
部
位
の
位
置
及
び
形
状
に
よ
っ
て
定
ま
る
容
貌

ハ

虹
彩
の
表
面
の
起
伏
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
線
状
の
模
様

ニ

発
声
の
際
の
声
帯
の
振
動
、
声
門
の
開
閉
並
び
に
声
道
の
形
状
及
び
そ
の
変
化

ホ

歩
行
の
際
の
姿
勢
及
び
両
腕
の
動
作
、
歩
幅
そ
の
他
の
歩
行
の
態
様

ヘ

手
の
ひ
ら
又
は
手
の
甲
若
し
く
は
指
の
皮
下
の
静
脈
の
分
岐
及
び
端
点
に
よ
っ
て
定
ま
る
そ
の
静
脈
の
形
状

ト

指
紋
又
は
掌
紋

二

旅
券
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
第
一
号
の
旅
券
の
番
号

三

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
旅
券
（
日
本
国
政
府
の
発
行
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
番
号
及
び
同
法
第
十
九
条
の
四
第
一
項
第
五
号

の
在
留
カ
ー
ド
の
番
号

四

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
九
条
第
二
項
の
被
保
険
者
証
及
び
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）
第
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る

高
齢
受
給
者
証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

五

国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
四
条
に
規
定
す
る
基
礎
年
金
番
号
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六

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
九
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
免
許
証
の
番
号

七

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
七
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
住
民
票
コ
ー
ド

八

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
五
十
四
条
第
三
項
の
被
保
険
者
証
の
被
保
険
者
番
号
及
び
保
険
者
番
号

九

日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
特
別
永
住
者
証
明
書
の
番
号

十

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
二
条
第
三
項
の
被
保
険
者
証
の
番
号
及
び
保
険
者
番
号

十
一

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号

十
二

健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
第
四
十
七
条
第
一
項
の
被
保
険
者
証
及
び
同
令
第
五
十
二
条
第
一
項
の
高
齢
受
給
者
証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

十
三

船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
十
五
年
厚
生
省
令
第
五
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
証
及
び
同
令
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
齢
受
給
者
証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

十
四

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
第
一
条
の
七
の
加
入
者
証
、
同
令
第
三
条
第
一
項
の
加
入
者
被
扶
養
者
証
及
び
同
令
第
三
条
の
二
第
一
項
の
高
齢
受
給
者

証
の
加
入
者
番
号

十
五

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
大
蔵
省
令
第
五
十
四
号
）
第
八
十
九
条
の
組
合
員
証
、
同
令
第
九
十
五
条
第
一
項
の
組
合
員
被
扶
養
者
証
、
同
令
第
九
十
五
条
の
二
第
一
項
の
高
齢

受
給
者
証
並
び
に
同
令
第
百
二
十
七
条
の
二
第
一
項
の
船
員
組
合
員
証
及
び
船
員
組
合
員
被
扶
養
者
証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

十
六

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
総
理
府
・
文
部
省
・
自
治
省
令
第
一
号
）
第
九
十
三
条
第
二
項
の
組
合
員
証
、
同
令
第
百
条
第
一
項
の
組
合
員
被
扶
養
者
証
、
同
令
第
百
条
の
二

第
一
項
の
高
齢
受
給
者
証
並
び
に
同
令
第
百
七
十
六
条
第
二
項
の
船
員
組
合
員
証
及
び
船
員
組
合
員
被
扶
養
者
証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

十
七

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
号
）
第
十
条
第
一
項
の
雇
用
保
険
被
保
険
者
証
の
被
保
険
者
番
号

２

身
体
の
特
徴
を
電
子
計
算
機
の
用
に
供
す
る
た
め
に
変
換
し
た
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
に
関
す
る
基
準
は
、
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
水
準
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
適
切
な
範
囲
を

適
切
な
手
法
に
よ
り
電
子
計
算
機
の
用
に
供
す
る
た
め
に
変
換
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
要
配
慮
個
人
情
報
）

第
二
条
の
二

条
例
第
九
条
第
一
項
第
六
号
の
規
則
で
定
め
る
記
述
等
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
を
内
容
と
す
る
記
述
等
（
本
人
の
病
歴
又
は
犯
罪
の
経
歴
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
心
身
の
機
能
の
障
害
が
あ
る
こ
と
。

イ

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
別
表
に
掲
げ
る
身
体
上
の
障
害

ロ

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
に
基
づ
く
知
的
障
害

ハ

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
基
づ
く
精
神
障
害
（
発
達
障
害
者
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
発
達
障
害
を
含
み
、
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）
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ニ

治
療
方
法
が
確
立
し
て
い
な
い
疾
病
そ
の
他
の
特
殊
の
疾
病
で
あ
っ
て
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
の

政
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
る
障
害
の
程
度
が
同
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
程
度
で
あ
る
も
の

二

本
人
に
対
し
て
医
師
そ
の
他
医
療
に
関
連
す
る
職
務
に
従
事
す
る
者
（
次
号
に
お
い
て
「
医
師
等
」
と
い
う
。）
に
よ
り
行
わ
れ
た
疾
病
の
予
防
及
び
早
期
発
見
の
た
め
の
健
康
診
断
そ
の
他
の
検
査
（
同
号

に
お
い
て
「
健
康
診
断
等
」
と
い
う
。）
の
結
果

三

健
康
診
断
等
の
結
果
に
基
づ
き
、
又
は
疾
病
、
負
傷
そ
の
他
の
心
身
の
変
化
を
理
由
と
し
て
、
本
人
に
対
し
て
医
師
等
に
よ
り
心
身
の
状
態
の
改
善
の
た
め
の
指
導
又
は
診
療
若
し
く
は
調
剤
が
行
わ
れ
た
こ

と
。

四

本
人
を
被
疑
者
又
は
被
告
人
と
し
て
、
逮
捕
、
捜
索
、
差
押
え
、
勾
留
、
公
訴
の
提
起
そ
の
他
の
刑
事
事
件
に
関
す
る
手
続
が
行
わ
れ
た
こ
と
。

五

本
人
を
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
少
年
又
は
そ
の
疑
い
の
あ
る
者
と
し
て
、
調
査
、
観
護
の
措
置
、
審
判
、
保
護
処
分
そ
の
他
の
少
年
の
保
護
事
件
に
関

す
る
手
続
が
行
わ
れ
た
こ
と
。

第
四
条
中
「
当
該
各
号
に
掲
げ
る
」
を
「
当
該
各
号
に
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）」
を
削
る
。

様
式
第
一
号
中
「平

成
年

月
日

」
を
「

年
月

日

」
に
、

「

□
氏

名
□

識
別

番
号

□
性

別

基
本

的
事

項
□

生
年

月
日

・
年

齢
□

住
所

・
電

話
番

号
□

本
籍

・
国

籍

個
□

そ
の

他

（

）

人

家
庭

生
活

□
家

族
状

況
□

婚
姻

歴
□

親
族

関
係

□
そ

の
他

（

）

情

□
職

業
・

職
歴

□
学

業
・

学
歴

□
成

績
・

評
価

□
所

属
団

体
□

資
格

報
社

会
生

活
経

済
活

動
□

資
産

・
所

得
□

納
税

状
況

□
公

的
扶

助
□

取
引

状
況

□
賞

罰
，

□
そ

の
他

（

）

を

の記
心

身
の

状
況

□
健

康
・

病
歴

□
障

害
□

身
体

状
況

□
そ

の
他

（

）
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録

□
思

想
信

教
及

び
信

条
□

人
種

及
び

民
族

□
犯

罪
歴

，

項
思

想
信

教
信

条
等

□
社

会
的

差
別

の
原

因
と

な
る

お
そ

れ
の

あ
る

個
人

情
報

，
，

□
そ

の
他

（

）

目

そ
の

他
□

（

）

□

（

）

□

（

）

□

（

）

」

「

□
氏

名
□

識
別

番
号

（個
人

識
別

符
号

を
除

く

。）

基
本

的
事

項
□

性
別

□
生

年
月

日
・

年
齢

□
住

所
・

電
話

番
号

□
本

籍
・

国
籍

□
個

人
識

別
符

号

□
そ

の
他

（

）

個人
家

庭
生

活
□

家
族

状
況

□
婚

姻
歴

□
親

族
関

係

情
□

そ
の

他

（

）

報の
□

職
業

・
職

歴
□

学
業

・
学

歴
□

成
績

・
評

価
□

所
属

団
体

□
資

格

記
社

会
生

活
経

済
活

動
□

資
産

・
所

得
□

納
税

状
況

□
公

的
扶

助
□

取
引

状
況

□
賞

罰
，

録
□

そ
の

他

（

）

項

に
改
め
る
。

目
心

身
の

状
況

（健
康

診
□

健
康

□
身

体
状

況

断
等

の
結

果
を

除
く

。）

□
そ

の
他

（

）

そ
の

他
□

（

）

□

（

）
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□

（

）

□

（

）

□
人

種
□

信
条

□
社

会
的

身
分

要
配

慮
個

人
情

報
の

記
録

項
□

病
歴

□
犯

罪
の

経
歴

□
犯

罪
に

よ
り

害
を

被
っ

た
事

実

目
□

心
身

の
機

能
の

障
害

□
健

康
診

断
等

の
結

果
□

医
師

等
に

よ
る

指
導

等

□
刑

事
事

件
に

関
す

る
手

続
□

少
年

の
保

護
事

件
に

関
す

る
手

続

」

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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◎
岡
山
県
規
則
第
三
十
九
号

岡
山
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
岡
山
県
規
則
第
二
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
二
条
」
を
「
第
二
条
第
一
項
」
に
、
「
職
員
（
」
を
「
職
員
（
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
職
員
と
み
な
さ
れ
る
者
を
含
む
。
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
規
定
に
よ
り
」
を
削
る
。

第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
条
例
第
十
条
第
十
項
第
二
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
者
）

第
十
一
条
の
二

条
例
第
十
条
第
十
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
者
の
う
ち
次
の
各
号
に

掲
げ
る
者
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

一

法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
相
当
す
る
者

退
職
し
た
職
員
で
あ
つ

て
、
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
も
の

二

法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
相
当
す
る
者

退
職
し
た
職
員
で
あ
つ

て
、
そ
の
者
を
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
と
、
そ
の
者
が
退
職
の
際
勤
務
し
て
い

た
当
該
地
方
公
共
団
体
の
事
務
を
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
適
用
事
業
と
み
な
し
た
な
ら
ば

法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
も
の

三

法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
相
当
す
る
者

退
職
し
た
職
員
で
あ
つ

て
、
そ
の
者
を
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
と
、
そ
の
者
が
退
職
の
際
勤
務
し
て
い

た
当
該
地
方
公
共
団
体
の
事
務
を
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
適
用
事
業
と
み
な
し
た
な
ら
ば

法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
も
の

２

条
例
第
十
条
第
十
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
者
は
、
前
項
第
二
号
に
定
め
る
者
と

す
る
。

「

様
式
第
八
号
（
第
一
面
）
中

月

を
」

「
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日

に
、

」

「

技
能

受
講

手
当

日
額

円
月

日
支

給

開
始

習
得

特
定

職
業

月
額

円
月

日
支

給

受
講

手
当

開
始

を

手
当

通
所

手
当

月
額

円
月

支
給

開
始

寄
宿

手
当

月
額

円
月

日
支

給

開
始

」

「

支
給

技
能

受
講

手
当

日
額

円
月

日

開
始

習
得

支
給

手
当

通
所

手
当

月
額

円
月

日

に
改
め
る
。

開
始

支
給

寄
宿

手
当

月
額

円
月

日

開
始

」

様
式
第
十
号
中

「
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技
受

講
手

当
日

額
円

月
日

支
給

開
始

能習
特

定
職

業
受

講
手

当
月

額
円

月
日

支
給

得
開

始

手

を

当
通

所
手

当
月

額
円

月
日

支
給

開
始

寄
宿

手
当

月
額

円
月

日
支

給

開
始

」

「

技
支

給

能
受

講
手

当
日

額
円

月
日

習
開

始

得手
支

給

当
通

所
手

当
月

額
円

月
日

に

開
始

支
給

寄
宿

手
当

月
額

円
月

日

開
始

」

改
め
る
。

様
式
第
十
六
号

中
「安

定
所

」
を
「公

共
職

業
安

定
所

」
に
、
「１

カ
月

」
を
「１

月

」
に
、
「又

（表）

は

」
を
「

地
方

公
共

団
体

又
は

」
に
改
め
、
同
様
式

中
「就

業
手

当
等

」
を
「就

業
手

当
に

相
当

，

（裏）

す
る

退
職

手
当

等

」
に
、
「す

べ
て

」
を
「全

て

」
に
、
「１

カ
月

間

」
を
「１

月
間

」
に
改
め
、
「な

お

」
の
次
に
「

「地
方

公
共

団
体

」と
は

職
業

安
定

法

（昭
和

2
2
年

法
律

第
1

1
号

）の
規

定
に

，
，

4
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基
づ

き
職

業
紹

介
事

業
を

行
う

地
方

公
共

団
体

の
こ

と
を

い
い

」
を
加
え
る
。

様
式
第
十
七
号
の
三

中
「１

カ
月

」
を
「１

月

」
に
、
「

特
例

受
給

資
格

者
証

又
は

被
保

険
者

（裏）

，

手
帳

」
を
「又

は
特

例
受

給
資

格
者

証

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
八
号

中
（表）

「

⑨
乗
車

（船

）の
場
所

⑩
下

車

（船

）の

場
所

※
鉄

道
賃

※
船

賃
※

車
賃

※
移

転
料

※
着

後

手
当

※
計

距
運

急
行

計
距

運
距

支
給

距
支

給
支

給

離
賃

料
金

離
賃

離
額

離
額

額

k
m

円
円

円
k
m

円
k
m

円
円

を

k
m

円
円

円

」

「
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⑨
乗

車

（船

）の
場

所
⑩

下
車

（船

）の
場

所

（出
発

空
港

）

（到
着

空
港

）

※
鉄

道
賃

※
船

賃
※

航
空

※
車

賃
※

移
転

料
※

着
後

賃
手

当

※
計

距
運

急
行

計
距

運
距

運
距

支
給

距
支

給
支

給
額

離
賃

料
金

離
賃

離
賃

離
額

離
額

k
m

円
円

円
k
m

円
k
m

円
k
m

円
円

に
改

k
m

円
円

円

」

め
る
。

様
式
第
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第19号（第16条関係）

求職活動支援費（広域求職活動費）に相当する退職手当支給申請書

申 氏名 性別 男・女 受給資格者証番号
請
者 住所又は居所

名称 所在地

訪問事業所

※宿泊地
公共 公共 公共 公共

職業安定所関係 職業安定所関係 職業安定所関係 職業安定所関係

※泊数 泊 泊 泊 泊

岡山県職員の退職手当に関する条例施行規則（昭和29年岡山県規則第24号）第16条第１項の規定に
より，上記のとおり求職活動支援費（広域求職活動費）に相当する退職手当の支給を申請します。

年 月 日

申請者氏名 ㊞

任命権者 殿

鉄道賃 船賃 航空賃 車賃 宿泊 計 鉄道距
料 離換算

※ 区間 距離 運賃 急行 計 距離 運賃 距離 運賃 距離 支給額 キロ数

公 料金

共 （km） （円） （円） （円） （km） （円） （km） （円） （km） （円） （円） （円） （km）

職
業
安
定
所
記
載
欄

合計

求人者から支給される広域 円
求職活動に要する費用の額

差引支給額 円

注意
１ この申請書は，公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の翌日から起算して10日

以内に，申請者が退職当時所属していた任命権者に提出すること。
２ ※印欄には，記載しないこと。
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様
式
第
十
九
号
の
二

中
「短

期
訓

練
受

講
費

」
を
「求

職
活

動
支

援
費

（短
期

訓
練

受
講

費

）に

（裏）

相
当

す
る

退
職

手
当

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
九
号
の
三

中
「求

職
活

動
関

係
役

務
利

用
費

）
」
を
「求

職
活

動
支

援
費

（求
職

活
動

（裏）

関
係

役
務

利
用

費
）に

相
当

す
る

退
職

手
当

）
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
現
に
発
行
さ
れ
て
い
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
職
員
の
退

職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
様
式
第
八
号
に
よ
る
失
業
者
退

職
手
当
受
給
資
格
者
証
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岡
山
県
職
員
の
退
職
手
当
に

関
す
る
条
例
施
行
規
則
様
式
第
八
号
に
よ
る
失
業
者
退
職
手
当
受
給
資
格
者
証
と
み
な
す
。

３

旧
規
則
に
定
め
る
様
式
（
様
式
第
八
号
を
除
く
。
）
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整

を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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◎
岡
山
県
規
則
第
四
十
号

岡
山
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
岡
山
県
規
則
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
七
条
の
二
の
表
五
の
項
中
「
第
二
十
四
条
の
四
第
三
項
」
を
「
第
二
十
四
条
の
四
第
五
項
」
に

改
め
る
。

第
十
八
条
中
「
第
五
十
八
条
第
六
項
及
び
第
七
項
」
を
「
第
五
十
八
条
第
七
項
後
段
」
に
、
「
申
請

は
」
を
「
同
条
第
八
項
の
申
請
は
」
に
改
め
る
。

様
式
第
四
十
四
号
中
「第

2
4
条

の
４

第
２

項

」
を
「第

2
4
条

の
４

第
４

項

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
八
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
三
十
年

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
税
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の

間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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◎
岡
山
県
規
則
第
四
十
一
号

岡
山
県
岡
山
リ
サ
ー
チ
パ
ー
ク
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
及
び
指
定
管
理
者

の
指
定
の
申
請
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
岡
山
リ
サ
ー
チ
パ
ー
ク
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
及
び
指
定
管

理
者
の
指
定
の
申
請
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
岡
山
県
岡
山
リ
サ
ー
チ
パ
ー
ク
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

岡
山
県
岡
山
リ
サ
ー
チ
パ
ー
ク
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十

四
年
岡
山
県
規
則
第
百
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
知
事
」
を
「
指
定
管
理
者
（
条
例
第
三
条

に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
、
「
開
所
時
間
」
を
「
知
事
の
承
認
を
受
け

て
開
所
時
間
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
の
と
お
り
」
を
「
に
掲
げ
る
日
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。一

日
曜
日
及
び
土
曜
日

二

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日

三

十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日
ま
で
の
日

第
三
条
第
二
項
中
「
知
事
」
を
「
指
定
管
理
者
」
に
、
「
休
所
日
に
」
を
「
知
事
の
承
認
を
受
け

て
、
休
所
日
に
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
、
「
条
例
別
表
の
一
に
掲
げ
る

施
設
の
利
用
又
は
同
項
に
定
め
る
行
為
」
を
「
同
項
の
許
可
又
は
許
可
を
受
け
た
事
項
の
変
更
」
に
、

「
利
用
等
許
可
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
を
知
事
」
を
「
指
定
管
理
者
が
知
事
の
承
認
を
受
け
て
定

め
る
申
請
書
を
指
定
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
五
条
の
見
出
し
中
「
利
用
者
」
を
「
利
用
者
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第

五
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
い
う
。
）
」
の
下
に
「
及
び
利
用
者
の
行
う
催
物
等
の
た
め
に
入
所
す
る

者
」
を
加
え
、
同
条
第
一
号
た
だ
し
書
及
び
第
五
号
中
「
知
事
」
を
「
指
定
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
知
事
」
を
「
指
定
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
知
事
」
を
「
速
や
か
に
指
定
管
理
者
」
に
改
め
る
。

第
八
条
の
見
出
し
中
「
使
用
料
」
を
「
利
用
料
金
」
に
改
め
、
同
条
中
「
条
例
第
五
条
第
三
項
の
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規
定
に
よ
り
使
用
料
」
を
「
利
用
料
金
」
に
、
「
使
用
料
減
免
申
請
書
（
様
式
第
三
号
）
を
知
事
」

を
「
、
指
定
管
理
者
が
知
事
の
承
認
を
受
け
て
定
め
る
申
請
書
を
指
定
管
理
者
」
に
改
め
、
同
条
を

同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

指
定
管
理
者
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
て
定
め
る
基
準

に
基
づ
き
利
用
料
金
（
条
例
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
料
金
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
条
を
削
り
、
第
十
条
を
第
九
条
と
す
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
三
号
ま
で
を
削
る
。

（
指
定
管
理
者
の
指
定
の
申
請
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

指
定
管
理
者
の
指
定
の
申
請
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
岡
山
県
規
則
第
百
三
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中
「
第
六
条
」
を
「
第
三
条
」
に
、
「
第
九
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

（
準
備
行
為
）

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
岡
山
県
岡
山
リ
サ
ー
チ
パ
ー
ク
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ

ー
条
例
施
行
規
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、

行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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◎
岡
山
県
企
業
管
理
規
程
第
六
号

岡
山
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
四
日

岡
山
県
公
営
企
業
管
理
者

佐

藤

一

雄

岡
山
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

岡
山
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
四
年
岡
山
県
企
業
管
理
規
程
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
中
「平

成
年

月
日

」
を
「

年
月

日

」
に
、

「

□
氏

名
□

識
別

番
号

□
性

別

基
本

的
事

項
□

生
年

月
日

・
年

齢
□

住
所

・
電

話
番

号
□

本
籍

・
国

籍

個
□

そ
の

他
（

）

人

家
庭

生
活

□
家

族
状

況
□

婚
姻

歴
□

親
族

関
係

□
そ

の
他

（

）

情

□
職

業
・

職
歴

□
学

業
・

学
歴

□
成

績
・

評
価

□
所

属
団

体
□

資
格

報
社

会
生

活
経

済
活

動
□

資
産

・
所

得
□

納
税

状
況

□
公

的
扶

助
□

取
引

状
況

□
賞

罰
，

□
そ

の
他

（

）

を

の記
心

身
の

状
況

□
健

康
・

病
歴

□
障

害
□

身
体

状
況

□
そ

の
他

（

）

録

□
思

想
信

教
及

び
信

条
□

人
種

及
び

民
族

□
犯

罪
歴

，

項
思

想
信

教
信

条
等

□
社

会
的

差
別

の
原

因
と

な
る

お
そ

れ
の

あ
る

個
人

情
報

，
，

□
そ

の
他

（

）
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目

そ
の

他
□

（

）

□

（

）

□

（

）

□

（

）

」

「

□
氏

名
□

識
別

番
号

（個
人

識
別

符
号

を
除

く

。）

基
本

的
事

項
□

性
別

□
生

年
月

日
・

年
齢

□
住

所
・

電
話

番
号

□
本

籍
・

国
籍

□
個

人
識

別
符

号

□
そ

の
他

（

）

個人
家

庭
生

活
□

家
族

状
況

□
婚

姻
歴

□
親

族
関

係

情
□

そ
の

他

（

）

報の
□

職
業

・
職

歴
□

学
業

・
学

歴
□

成
績

・
評

価
□

所
属

団
体

□
資

格

記
社

会
生

活
経

済
活

動
□

資
産

・
所

得
□

納
税

状
況

□
公

的
扶

助
□

取
引

状
況

□
賞

罰
，

録
□

そ
の

他

（

）

項

に
改
め
る
。

目
心

身
の

状
況

（健
康

診
□

健
康

□
身

体
状

況

断
等

の
結

果
を

除
く

。）

□
そ

の
他

（

）

そ
の

他
□

（

）

□

（

）

□

（

）

□

（

）

□
人

種
□

信
条

□
社

会
的

身
分

要
配

慮
個

人
情

報
の

記
録

項
□

病
歴

□
犯

罪
の

経
歴

□
犯

罪
に

よ
り

害
を

被
っ

た
事

実
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目
□

心
身

の
機

能
の

障
害

□
健

康
診

断
等

の
結

果
□

医
師

等
に

よ
る

指
導

等

□
刑

事
事

件
に

関
す

る
手

続
□

少
年

の
保

護
事

件
に

関
す

る
手

続

」

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
程
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平成２９年７月４日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
議
会
告
示
第
二
号

岡
山
県
議
会
個
人
情
報
保
護
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
八
年
岡
山
県
議
会
告
示
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
四
日

岡
山
県
議
会
議
長

伊

藤

文

夫

第
一
条
中
「
い
う
。
）
」
の
下
に
「
第
二
条
第
二
号
、」
を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
個
人
識
別
符
号
）

第
一
条
の
二

条
例
第
二
条
第
二
号
の
議
長
が
定
め
る
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
身
体
の
特
徴
の
い
ず
れ
か
を
電
子
計
算
機
の
用
に
供
す
る
た
め
に
変
換
し
た
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
で
あ
っ
て
、
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
に
足
り
る
も
の
と
し
て
次
項
に
規
定
す

る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

イ

細
胞
か
ら
採
取
さ
れ
た
デ
オ
キ
シ
リ
ボ
核
酸
（
別
名
Ｄ
Ｎ
Ａ
）
を
構
成
す
る
塩
基
の
配
列

ロ

顔
の
骨
格
及
び
皮
膚
の
色
並
び
に
目
、
鼻
、
口
そ
の
他
の
顔
の
部
位
の
位
置
及
び
形
状
に
よ
っ
て
定
ま
る
容
貌

ハ

虹
彩
の
表
面
の
起
伏
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
線
状
の
模
様

ニ

発
声
の
際
の
声
帯
の
振
動
、
声
門
の
開
閉
並
び
に
声
道
の
形
状
及
び
そ
の
変
化

ホ

歩
行
の
際
の
姿
勢
及
び
両
腕
の
動
作
、
歩
幅
そ
の
他
の
歩
行
の
態
様

ヘ

手
の
ひ
ら
又
は
手
の
甲
若
し
く
は
指
の
皮
下
の
静
脈
の
分
岐
及
び
端
点
に
よ
っ
て
定
ま
る
そ
の
静
脈
の
形
状

ト

指
紋
又
は
掌
紋

二

旅
券
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
第
一
号
の
旅
券
の
番
号

三

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
旅
券
（
日
本
国
政
府
の
発
行
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
番
号
及
び
同
法
第
十
九
条
の
四
第
一
項
第
五
号

の
在
留
カ
ー
ド
の
番
号

四

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
九
条
第
二
項
の
被
保
険
者
証
及
び
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）
第
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る

高
齢
受
給
者
証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

五

国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
四
条
に
規
定
す
る
基
礎
年
金
番
号

六

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
九
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
免
許
証
の
番
号

七

住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
七
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
住
民
票
コ
ー
ド

八

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
五
十
四
条
第
三
項
の
被
保
険
者
証
の
被
保
険
者
番
号
及
び
保
険
者
番
号
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九

日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
特
別
永
住
者
証
明
書
の
番
号

十

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
二
条
第
三
項
の
被
保
険
者
証
の
番
号
及
び
保
険
者
番
号

十
一

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号

十
二

健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
第
四
十
七
条
第
一
項
の
被
保
険
者
証
及
び
同
令
第
五
十
二
条
第
一
項
の
高
齢
受
給
者
証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

十
三

船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
十
五
年
厚
生
省
令
第
五
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
証
及
び
同
令
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
齢
受
給
者
証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

十
四

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
第
一
条
の
七
の
加
入
者
証
、
同
令
第
三
条
第
一
項
の
加
入
者
被
扶
養
者
証
及
び
同
令
第
三
条
の
二
第
一
項
の
高
齢
受
給
者

証
の
加
入
者
番
号

十
五

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
大
蔵
省
令
第
五
十
四
号
）
第
八
十
九
条
の
組
合
員
証
、
同
令
第
九
十
五
条
第
一
項
の
組
合
員
被
扶
養
者
証
、
同
令
第
九
十
五
条
の
二
第
一
項
の
高
齢

受
給
者
証
並
び
に
同
令
第
百
二
十
七
条
の
二
第
一
項
の
船
員
組
合
員
証
及
び
船
員
組
合
員
被
扶
養
者
証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

十
六

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
総
理
府
・
文
部
省
・
自
治
省
令
第
一
号
）
第
九
十
三
条
第
二
項
の
組
合
員
証
、
同
令
第
百
条
第
一
項
の
組
合
員
被
扶
養
者
証
、
同
令
第
百
条
の
二

第
一
項
の
高
齢
受
給
者
証
並
び
に
同
令
第
百
七
十
六
条
第
二
項
の
船
員
組
合
員
証
及
び
船
員
組
合
員
被
扶
養
者
証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

十
七

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
三
号
）
第
十
条
第
一
項
の
雇
用
保
険
被
保
険
者
証
の
被
保
険
者
番
号

２

身
体
の
特
徴
を
電
子
計
算
機
の
用
に
供
す
る
た
め
に
変
換
し
た
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
に
関
す
る
基
準
は
、
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
水
準
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
適
切
な
範
囲
を

適
切
な
手
法
に
よ
り
電
子
計
算
機
の
用
に
供
す
る
た
め
に
変
換
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
要
配
慮
個
人
情
報
）

第
二
条
の
二

条
例
第
七
条
第
一
項
第
六
号
の
議
長
が
定
め
る
記
述
等
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
を
内
容
と
す
る
記
述
等
（
本
人
の
病
歴
又
は
犯
罪
の
経
歴
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
心
身
の
機
能
の
障
害
が
あ
る
こ
と
。

イ

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
別
表
に
掲
げ
る
身
体
上
の
障
害

ロ

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
に
基
づ
く
知
的
障
害

ハ

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
に
基
づ
く
精
神
障
害
（
発
達
障
害
者
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
発
達
障
害
を
含
み
、
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）

ニ

治
療
方
法
が
確
立
し
て
い
な
い
疾
病
そ
の
他
の
特
殊
の
疾
病
で
あ
っ
て
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
の

政
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
る
障
害
の
程
度
が
同
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
程
度
で
あ
る
も
の

二

本
人
に
対
し
て
医
師
そ
の
他
医
療
に
関
連
す
る
職
務
に
従
事
す
る
者
（
次
号
に
お
い
て
「
医
師
等
」
と
い
う
。）
に
よ
り
行
わ
れ
た
疾
病
の
予
防
及
び
早
期
発
見
の
た
め
の
健
康
診
断
そ
の
他
の
検
査
（
同
号
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に
お
い
て
「
健
康
診
断
等
」
と
い
う
。）
の
結
果

三

健
康
診
断
等
の
結
果
に
基
づ
き
、
又
は
疾
病
、
負
傷
そ
の
他
の
心
身
の
変
化
を
理
由
と
し
て
、
本
人
に
対
し
て
医
師
等
に
よ
り
心
身
の
状
態
の
改
善
の
た
め
の
指
導
又
は
診
療
若
し
く
は
調
剤
が
行
わ
れ
た
こ

と
。

四

本
人
を
被
疑
者
又
は
被
告
人
と
し
て
、
逮
捕
、
捜
索
、
差
押
え
、
勾
留
、
公
訴
の
提
起
そ
の
他
の
刑
事
事
件
に
関
す
る
手
続
が
行
わ
れ
た
こ
と
。

五

本
人
を
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
少
年
又
は
そ
の
疑
い
の
あ
る
者
と
し
て
、
調
査
、
観
護
の
措
置
、
審
判
、
保
護
処
分
そ
の
他
の
少
年
の
保
護
事
件
に
関

す
る
手
続
が
行
わ
れ
た
こ
と
。

第
四
条
中
「
当
該
各
号
に
掲
げ
る
」
を
「
当
該
各
号
に
定
め
る
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）」
を
削
る
。

「

□
氏

名
□

識
別

番
号

□
性

別

基
本

的
事

項
□

生
年

月
日

・
年

齢
□

住
所

・
電

話
番

号
□

本
籍

・
国

籍

個
□

そ
の

他

（

）

人

家
庭

生
活

□
家

族
状

況
□

婚
姻

歴
□

親
族

関
係

□
そ

の
他

（

）

情

□
職

業
・

職
歴

□
学

業
・

学
歴

□
成

績
・

評
価

□
所

属
団

体
□

資
格

報
社

会
生

活
経

済
活

動
□

資
産

・
所

得
□

納
税

状
況

□
公

的
扶

助
□

取
引

状
況

□
賞

罰
，

様
式
第
一
号
中

□
そ

の
他

（

）

を

の記
心

身
の

状
況

□
健

康
・

病
歴

□
障

害
□

身
体

状
況

□
そ

の
他

（

）

録

□
思

想
信

教
及

び
信

条
□

人
種

及
び

民
族

□
犯

罪
歴

，

項
思

想
信

教
信

条
等

□
社

会
的

差
別

の
原

因
と

な
る

お
そ

れ
の

あ
る

個
人

情
報

，
，

□
そ

の
他

（

）
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目

そ
の

他
□

（

）

□

（

）

□

（

）

□

（

）

」

「

□
氏

名
□

識
別

番
号

（個
人

識
別

符
号

を
除

く

。）

基
本

的
事

項
□

性
別

□
生

年
月

日
・

年
齢

□
住

所
・

電
話

番
号

□
本

籍
・

国
籍

□
個

人
識

別
符

号

□
そ

の
他

（

）

個人
家

庭
生

活
□

家
族

状
況

□
婚

姻
歴

□
親

族
関

係

情
□

そ
の

他

（

）

報の
□

職
業

・
職

歴
□

学
業

・
学

歴
□

成
績

・
評

価
□

所
属

団
体

□
資

格

記
社

会
生

活
経

済
活

動
□

資
産

・
所

得
□

納
税

状
況

□
公

的
扶

助
□

取
引

状
況

□
賞

罰
，

録
□

そ
の

他

（

）

項

に
改
め
る
。

目
心

身
の

状
況

（健
康

診
□

健
康

□
身

体
状

況

断
等

の
結

果
を

除
く

。）

□
そ

の
他

（

）

そ
の

他
□

（

）

□

（

）

□

（

）

□

（

）

□
人

種
□

信
条

□
社

会
的

身
分

要
配

慮
個

人
情

報
の

記
録

項
□

病
歴

□
犯

罪
の

経
歴

□
犯

罪
に

よ
り

害
を

被
っ

た
事

実
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目
□

心
身

の
機

能
の

障
害

□
健

康
診

断
等

の
結

果
□

医
師

等
に

よ
る

指
導

等

□
刑

事
事

件
に

関
す

る
手

続
□

少
年

の
保

護
事

件
に

関
す

る
手

続

」

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
議
会
個
人
情
報
保
護
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
程
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号

岡
山
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
四
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

岡
山
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
中
「平

成
年

月
日

」
を
「

年
月

日

」
に
、

「

□
氏

名
□

識
別

番
号

□
性

別

基
本

的
事

項
□

生
年

月
日

・
年

齢
□

住
所

・
電

話
番

号
□

本
籍

・
国

籍

個
□

そ
の

他
（

）

人

家
庭

生
活

□
家

族
状

況
□

婚
姻

歴
□

親
族

関
係

□
そ

の
他

（

）

情

□
職

業
・

職
歴

□
学

業
・

学
歴

□
成

績
・

評
価

□
所

属
団

体
□

資
格

報
社

会
生

活
経

済
活

動
□

資
産

・
所

得
□

納
税

状
況

□
公

的
扶

助
□

取
引

状
況

□
賞

罰
，

□
そ

の
他

（

）

を

の記
心

身
の

状
況

□
健

康
・

病
歴

□
障

害
□

身
体

状
況

□
そ

の
他

（

）

録

□
思

想
信

教
及

び
信

条
□

人
種

及
び

民
族

□
犯

罪
歴

，

項
思

想
信

教
信

条
等

□
社

会
的

差
別

の
原

因
と

な
る

お
そ

れ
の

あ
る

個
人

情
報

，
，

□
そ

の
他

（

）
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目

そ
の

他
□

（

）

□

（

）

□

（

）

□

（

）

」

「

□
氏

名
□

識
別

番
号

（個
人

識
別

符
号

を
除

く

。）

基
本

的
事

項
□

性
別

□
生

年
月

日
・

年
齢

□
住

所
・

電
話

番
号

□
本

籍
・

国
籍

□
個

人
識

別
符

号

□
そ

の
他

（

）

個人
家

庭
生

活
□

家
族

状
況

□
婚

姻
歴

□
親

族
関

係

情
□

そ
の

他

（

）

報の
□

職
業

・
職

歴
□

学
業

・
学

歴
□

成
績

・
評

価
□

所
属

団
体

□
資

格

記
社

会
生

活
経

済
活

動
□

資
産

・
所

得
□

納
税

状
況

□
公

的
扶

助
□

取
引

状
況

□
賞

罰
，

録
□

そ
の

他

（

）

項

に
改
め
る
。

目
心

身
の

状
況

（健
康

診
□

健
康

□
身

体
状

況

断
等

の
結

果
を

除
く

。）

□
そ

の
他

（

）

そ
の

他
□

（

）

□

（

）

□

（

）

□

（

）

□
人

種
□

信
条

□
社

会
的

身
分

要
配

慮
個

人
情

報
の

記
録

項
□

病
歴

□
犯

罪
の

経
歴

□
犯

罪
に

よ
り

害
を

被
っ

た
事

実
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目
□

心
身

の
機

能
の

障
害

□
健

康
診

断
等

の
結

果
□

医
師

等
に

よ
る

指
導

等

□
刑

事
事

件
に

関
す

る
手

続
□

少
年

の
保

護
事

件
に

関
す

る
手

続

」

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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◎
岡
山
県
警
察
告
示
第
四
十
三
号

岡
山
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
八
年
岡
山
県
警
察
告
示
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
四
日

岡
山
県
警
察
本
部
長

西

郷

正

実

「
□

氏
名

□
識

別
番

号
□

性
別

基
本

的
事

項
□

生
年

月
日

・
年

齢
□

住
所

・
電

話
番

号
□

本
籍

・
国

籍

個
□

そ
の

他

（

）

人

家
庭

生
活

□
家

族
状

況
□

婚
姻

歴
□

親
族

関
係

□
そ

の
他

（

）

情

□
職

業
・

職
歴

□
学

業
・

学
歴

□
成

績
・

評
価

□
所

属
団

体
□

資
格

報
社

会
生

活
経

済
活

動
□

資
産

・
所

得
□

納
税

状
況

□
公

的
扶

助
□

取
引

状
況

□
賞

罰
，

様
式
第
一
号
中

□
そ

の
他

（

）

を

の記
心

身
の

状
況

□
健

康
・

病
歴

□
障

害
□

身
体

状
況

□
そ

の
他

（

）

録

□
思

想
信

教
及

び
信

条
□

人
種

及
び

民
族

□
犯

罪
歴

，

項
思

想
信

教
信

条
等

□
社

会
的

差
別

の
原

因
と

な
る

お
そ

れ
の

あ
る

個
人

情
報

，
，

□
そ

の
他

（

）

目

そ
の

他
□

（

）

□

（

）

□

（

）

□

（

）
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」

「
□

氏
名

□
識

別
番

号

（個
人

識
別

符
号

を
除

く

。）

基
本

的
事

項
□

性
別

□
生

年
月

日
・

年
齢

□
住

所
・

電
話

番
号

□
本

籍
・

国
籍

□
個

人
識

別
符

号

□
そ

の
他

（

）

個人
家

庭
生

活
□

家
族

状
況

□
婚

姻
歴

□
親

族
関

係

情
□

そ
の

他

（

）

報の
□

職
業

・
職

歴
□

学
業

・
学

歴
□

成
績

・
評

価
□

所
属

団
体

□
資

格

記
社

会
生

活
経

済
活

動
□

資
産

・
所

得
□

納
税

状
況

□
公

的
扶

助
□

取
引

状
況

□
賞

罰
，

録
□

そ
の

他

（

）

項

に
改
め
る
。

目
心

身
の

状
況

（健
康

診
□

健
康

□
身

体
状

況

断
等

の
結

果
を

除
く

。）

□
そ

の
他

（

）
そ

の
他

□

（

）

□
（

）

□

（

）

□

（

）

□
人

種
□

信
条

□
社

会
的

身
分

要
配

慮
個

人
情

報
の

記
録

項
□

病
歴

□
犯

罪
の

経
歴

□
犯

罪
に

よ
り

害
を

被
っ

た
事

実

目
□

心
身

の
機

能
の

障
害

□
健

康
診

断
等

の
結

果
□

医
師

等
に

よ
る

指
導

等

□
刑

事
事

件
に

関
す

る
手

続
□

少
年

の
保

護
事

件
に

関
す

る
手

続

」
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
個
人
情
報
保
護
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
程
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号

岡
山
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
七
月
四
日

岡

山

県

公

安

委

員

会

岡
山
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
岡
山
県
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

□
氏

名
□

識
別

番
号

□
性

別

基
本

的
事

項
□

生
年

月
日

・
年

齢
□

住
所

・
電

話
番

号
□

本
籍

・
国

籍

個
□

そ
の

他

（

）

人

家
庭

生
活

□
家

族
状

況
□

婚
姻

歴
□

親
族

関
係

□
そ

の
他

（

）

情

□
職

業
・

職
歴

□
学

業
・

学
歴

□
成

績
・

評
価

□
所

属
団

体
□

資
格

報
社

会
生

活
経

済
活

動
□

資
産

・
所

得
□

納
税

状
況

□
公

的
扶

助
□

取
引

状
況

□
賞

罰
，

様
式
第
一
号
中

□
そ

の
他

（

）

を

の記
心

身
の

状
況

□
健

康
・

病
歴

□
障

害
□

身
体

状
況

□
そ

の
他

（

）

録

□
思

想
信

教
及

び
信

条
□

人
種

及
び

民
族

□
犯

罪
歴

，

項
思

想
信

教
信

条
等

□
社

会
的

差
別

の
原

因
と

な
る

お
そ

れ
の

あ
る

個
人

情
報

，
，

□
そ

の
他

（

）

目
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そ
の

他
□

（

）

□

（

）

□

（

）

□

（

）

」

「

□
氏

名
□

識
別

番
号

（個
人

識
別

符
号

を
除

く

。）

基
本

的
事

項
□

性
別

□
生

年
月

日
・

年
齢

□
住

所
・

電
話

番
号

□
本

籍
・

国
籍

□
個

人
識

別
符

号

□
そ

の
他

（

）

個人
家

庭
生

活
□

家
族

状
況

□
婚

姻
歴

□
親

族
関

係

情
□

そ
の

他
（

）

報の
□

職
業

・
職

歴
□

学
業

・
学

歴
□

成
績

・
評

価
□

所
属

団
体

□
資

格

記
社

会
生

活
経

済
活

動
□

資
産

・
所

得
□

納
税

状
況

□
公

的
扶

助
□

取
引

状
況

□
賞

罰
，

録
□

そ
の

他

（

）

項

に
改
め
る
。

目
心

身
の

状
況

（健
康

診
□

健
康

□
身

体
状

況

断
等

の
結

果
を

除
く

。）

□
そ

の
他

（

）

そ
の

他
□

（

）

□

（

）

□

（

）

□

（

）

□
人

種
□

信
条

□
社

会
的

身
分

要
配

慮
個

人
情

報
の

記
録

項
□

病
歴

□
犯

罪
の

経
歴

□
犯

罪
に

よ
り

害
を

被
っ

た
事

実

目
□

心
身

の
機

能
の

障
害

□
健

康
診

断
等

の
結

果
□

医
師

等
に

よ
る

指
導

等
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□
刑

事
事

件
に

関
す

る
手

続
□

少
年

の
保

護
事

件
に

関
す

る
手

続

」

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岡
山
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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